
 

 

事 務 連 絡 

令和８年５月 13 日 

 

 

各地方厚生局健康福祉部 御中 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部精神・障害保健課 

 

 

「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出

に関する手続の取扱いについて」の正誤表の送付について 

 

 

令和８年３月 31 日付け障精発 0331 第４号「基本診療料及び医療観察精神科

専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」につきまし

て、一部に誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。 

 



（別紙） 

○ 「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」 

（令和８年３月 31 日付け障精発 0331 第４号）の正誤表 

 

正 誤 

本文 （略） 

 

第１・第２ （略） 

 

第３ 施設基準 

通則 （略） 

 

１ （略） 

 

１の２ 入院対象者入院医学管理料 

(１)～(10) （略） 

 

２～15 （略） 

 

16 医療観察 24 時間対応体制加算 

(１) 医療観察 24 時間対応体制加算に関する施設基準 

訪問看護基準通知の 24 時間対応体制加算の例によること。ただし、施設基準

告示第３の 11 に規定する地域若しくは基本診療料通知の別添３の別紙２に掲

げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護事業型指

定通院医療機関又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地

域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護事業型指定通院医療機関に

おいて、２つの訪問看護事業型指定通院医療機関が連携し要件を満たす場合の

届出は、別添の様式５－３を用いること。 

本文 （略） 

 

第１・第２ （略） 

 

第３ 施設基準 

通則 （略） 

 

１ （略） 

 

２ 入院対象者入院医学管理料 

(１)～(10) （略） 

 

２～15 （略） 

 

16 医療観察 24 時間対応体制加算 

(１) 医療観察 24 時間対応体制加算に関する施設基準 

訪問看護基準通知の 24 時間対応体制加算の例によること。ただし、施設基準

告示第３の 11 に規定する地域若しくは基本診療料通知の別添３の別紙２に掲

げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護事業型指

定通院医療機関又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地

域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護事業型指定通院医療機関に

おいて、２つの訪問看護事業型指定通院医療機関が連携し要件を満たす場合の

届出は、別添の様式 13 を用いること。 



 

 

(２) （略） 

 

17～20 （略） 

 

注１～注４ （略） 

 

別添 （略） 

 

様式１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) （略） 

 

17～20 （略） 

 

注１～注４ （略） 

 

別添 （略） 

 

様式１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式１－２ 

 

様式１－２ 

 



 

  



 

 

 

様式１－３～様式１－５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－３～様式１－５ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式１－６ 

 

様式１－６ 

 



 

 

 

様式１－７～様式４－３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－７～様式４－３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式４－４ 

 

様式４－４ 

 



 

 

 

様式４－５～様式６ （略） 

 

 

 

様式４－５～様式６ （略） 

 

 


